
Ｈ30年度 Ｒ４年度

母の喫煙率 1.8 1.1

母の飲酒率 1.2 0.5

長野県 全国
全国最低
東京都

全国最高
沖縄県

合計特殊出生率 1.34 1.20 0.99 1.60 

第１子出産年齢（母） 30.8歳 31.0歳

第１子出産年齢（父） 32.7歳 33.0歳

Ｈ1７年度 Ｒ4年度

一般健診
受診率

１歳６か月児 93.2 96.5 

３歳児 85.8 96.6 

（令和７年１月信州母子保健推進センター発行）

新年 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
1月には、母子保健専門研修会とこども家庭センターに係る情報交換会を実施いたします。ご都合繰り合
わせて参加していただきますようお願いいたします。
今回は、「長野県の母子保健」の冊子の紹介と母子保健専門研修会Ⅱの報告等についてお伝えします。

令和5年度「長野県の母子保健」の冊子を12月に各市町村に送付しました。
冊子には、令和5年度の信州母子保健推進センターの事業報告、令和5年の長野県の統計に関する資料、

令和4年度の母子保健事業の実施状況調査、「健やか親子２１（第２次）」の指標に基づく乳幼児健康診査
問診項目の調査結果について掲載しています。

お手元に「長野県の母子保健」が届きましたら是非ご覧いただき、各市町村の母子保健の状況を県
や国と比較する等、事業評価などにお役立てください。
長野県データの推移から見える変化の一部を紹介します。

令和６年度 R７.1.17

信州母子保健推進センターだより No.９

少子化の問題は全国も長野県も同様です。
母親の喫煙率・飲酒率や幼児のう歯保有率等について、市町村の健診や相談事業での保健指導の
成果が数値に表れています。

〇市町村の母子保健（一般健康診査・歯科健診）

〇「健やか親子２１（第２次）」の指標に

基づく乳幼児健診問診項目

〇人口動態に関する事項（令和５年）
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（％） ３歳児う歯保有率の推移

長野県3歳児

全国3歳児

長野県も全国
も過去最低！

○乳幼児健診時の判定について

「災害時の母子保健」についての研修会を行いました。
参加者：市町村 41か所（８１名） 保健福祉事務所 9か所（２２名） 計１０３名

テ ー マ 講 師 等 理解度

講義１ 災害時の保健医療活動における行政の役割
長野保健福祉事務所 所長
健康福祉部健康福祉政策課
医監 塚田 昌大 氏

4.2

講義２
災害時の母子保健活動

（平時にできる備え・災害時に行う母子保健活動）
熊本県人吉市健康福祉部保健センター
次長 上蔀 眞由美 氏

4.3

諸連絡 乳幼児股関節脱臼予防指導のポイント
信濃医療福祉センター
理事長・名誉所長 朝貝 芳美 氏

質問 人吉市の母子の備蓄品の管理部署について教えてください。

母子の備蓄品は保健センターで管理栄養士が管理しています。、組織体制の役割分担により、部署
ごとに備蓄管理をし、防災課がそれぞれの部署が管理しているデータを収集・把握をしています。

研修内容より一部抜粋
人吉市の令和2年7月豪雨災害時の課題から検討後の対応

○災害時に正しい情報・支援物資の情報が伝わらなかった 母子手帳アプリを活用し確実に情報を伝える
○対象者名簿は抽出できたが連絡先がなかった 台帳を作成し庁内共有フォルダと紙ベースの両方保存する
○想定より妊産婦・乳幼児の避難が少なかった 乳幼児避難所の開設や避難時持出し必要品の平時の周知



市町村が直営で通所型を実施する場合については、安全に関するマニュアルを作成し関係者で共有して
おきましょう。
委託の場合は、委託先で以下の産後ケア事業ガイドラインの留意事項①～④に基づくマニュアルを作成し、

市町村も共有する必要があります。留意事項④重大事案発生時の対応については、市町村が平日・夜間・
休日の連絡対応フロー図を作成し、報告様式等をマニュアルまたは委託契約時の書類等とあわせて、関係
者や委託先と確認・共有を行ってください。

【産後ケア事業安全に関する情報等】

（令和７年１月信州母子保健推進センター発行）

----------***-----**-----*-----**-----***----------

お読みいただいたご感想・ご意見をお寄せください。お待ちしております。

担当圏域 母子保健推進員 連絡先

佐久・上田・長野・北信 森 谷 長野県庁 保健・疾病対策課
０２６－２３５－７１４１（直通電話）諏訪・伊那・飯田・木曽・松本・大北 嶋 田

産後ケア施設改修費等支援事業は個人事業主が設置する施設が対象となります。
産後ケア事業のユニバーサル化に向け、受け皿の拡大を進めていくため、産後ケア事業を行う

施設の実施体制の強化を図り、また、安全に実施するために加算等の拡充がされています。
また、産後ケア事業について他にも下記のような国庫補助事業の拡充がありますので、委託事

業所等から相談がある場合にご検討ください。

市町村からの
お問い合わせ

産後ケア事業の安全に関するマニュアルの作成について、市町村で
作成するのでしょうか？

市町村からの
お問い合わせ

「産後ケア施設改修費等支援事業」（令和７年度新規事業）は
個人の施設も対象となりますか？

情報提供 長野県立こども病院 令和６年度 市民公開講座のお知らせ

参加を希望される方は、県立こども病院ホームページ
URL: https://nagano-child.jp/news/19443をご覧ください。

テーマ：長野県拡大新生児スクリーニング検査 ～更なる早期診断・治療の拡充に向けて～
日 時：2025年1月26日（日） 11：00～12:00
会 場：長野県立こども病院 南会議室 （WEB配信併用 オンデマンド配信予定）
参加対象：講座内容に関心がある一般の方、医療関係者、行政関係者など（参加費無料）
講演１：「脊髄性筋委縮症と原発性免疫不全症候群に対するオプショナル

新生児スクリーニング検査のまとめ」
講師 長野県立こども病院神経小児科部長 本林 光雄 氏

講演２：「新規に始まったライソゾーム病等に対する拡大新生児スクリーニング検査について」
講師 長野県立こども病院内分泌代謝科部長 長崎 啓祐 氏

産後ケア事業ガイドライン
安全に関する留意事項
（R６年10月改定）

市町村において、マニュアルを作成し、市町村と事業者双方において、内容の
確認・共有をすること
【特に留意する項目】
①事故防止及び安全対策 ②児を預かる場合の留意点 ③緊急時の対応
④重大事案発生時の対応

〈参考〉各施設における安全管理について

長野県助産師会からの情報

長野県助産師会に所属する開業者には「安全機能評価」が毎年あり、安全管理指針の作
成を勧めている。
産後ケア事業に関しては、ひな型を示し、産後ケア事業ガイドラインの安全に関する項
目を網羅した安全管理マニュアルの作成を勧めいている。長野県助産師会としての研修も
実施している。

医療機関の安全管理について
医療法により医療機関の安全管理の体制が義務付けられている。
（医療安全に関する指針の策定、医療安全管理委員会の設置、医療安全に関する研修の
実施、事故報告や調査の実施など）

R７年度
拡充

産後ケア事業
宿泊型について夜間に職員配置を２名以上にしている施設への加算

兄弟や生後４か月以降の児を受け入れる施設への加算

妊娠・出産包括支援緊急整備事業 産前産後サポート事業・産後ケア事業を実施する場所の修繕

https://nagano-child.jp/news/19443

